
平成２６年

第４回市議会定例会 議案第１０号

函館市地域会館条例の一部改正について

函館市地域会館条例の一部を改正する条例を次のように定める。

平成２６年１２月２日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

函館市地域会館条例の一部を改正する条例

函館市地域会館条例（平成１６年函館市条例第７５号）の一部を次の

ように改正する。

第６条第１項中第１号および第２号を削り，第３号を第１号とし，第

４号を削り，第５号を第２号とし，第６号を削り，第７号を第３号とし，

第８号から第２２号までを４号ずつ繰り上げ，同項第２３号中「函館市

白井川会館，」および「，函館市尾札部中央会館」を削り，同号を同項

第１９号とし，同項中第２４号を第２０号とし，第２５号から第２８号

までを４号ずつ繰り上げ，第２９号を削る。

別表第１中

「
函館市小安西会館 函館市小安町２７２番地

函館市小安東会館 函館市小安町４６９番地

函館市小安中央会館 函館市小安町７１７番地１
を

函館市釜谷会館 函館市釜谷町３００番地

函館市汐首東会館 函館市汐首町６７番地２

函館市汐首西会館 函館市汐首町３３１番地２
」

「
函館市小安中央会館 函館市小安町７１７番地１

に，
函館市汐首東会館 函館市汐首町６７番地２

」



「
函館市古部会館 函館市古部町４２２番地

を
函館市白井川会館 函館市木直町１１０番地２

」

「
函館市古部会館 函館市古部町４２２番地 に，

」

「
函館市ポン木直会館 函館市木直町７２２番地１

を
函館市尾札部中央会館 函館市尾札部町４９９番地３

」

「
函館市ポン木直会館 函館市木直町７２２番地１ に，

」

「
函館市磯谷会館 函館市双見町１４８番地９

を
函館市双見会館 函館市双見町２４３番地２

」

「
函館市磯谷会館 函館市双見町１４８番地９ に

」

改める。

別表第２および別表第３を次のように改める。

別表第２および別表第３ 削除

別表第５を次のように改める。

別表第５ 削除

別表第７を次のように改める。

別表第７ 削除

別表第２５中「函館市白井川会館，」および「，函館市尾札部中央会

館」を削る。

別表第３１を削る。

附 則

この条例は，平成２７年４月１日から施行する。



（提案理由）

小安西会館，小安東会館，釜谷会館，汐首西会館，白井川会館，尾札

部中央会館および双見会館を廃止するため


